
人を育て未来を創造
Develop My Talent, 
Create Our Future

TERCOM

Leading Innovation 
of the JGSDF

教育訓練研究本部

陸自の宇宙に係る取り組みの方向性
(参考資料)

目 次

要 旨、要 旨(各 項)

（参考１ー１）「新大陸」ｱﾒﾘｶの人口推移・出来事

（参考３ー１）宇宙の意義・価値の変遷
（参考３－２）月の意義・価値
（参考３ー３）南極大陸の国際化・非軍事化の経緯
（参考３ー４）宇宙での国際紛争に係る条約等

（参考４ー１）陸自に係る論点の検討
（参考４－２）宇宙利用に係る役割区分の検討
（参考４－３）衛星ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝへの対応の検討

(参考５－１) 各国及び我が国の宇宙に係る取り組み
(参考５－２) 陸自の宇宙に係る取り組みのロードマップ

本研究は研究員個人の見解であり、所属組織の見解を示すものではない。

2023年12月6日　掲載



要 旨
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凡例 青字：強調点
(以下頁も同様)

本研究は、人類の宇宙進出が進んだ場合、2080年頃までの間に陸上自衛隊として必要になる宇宙安全保障上の
取り組みを網羅的に考察したものである。

2023年現在、諸外国では宇宙を「戦闘領域」と認識し、宇宙軍の設立やＳＤＡ等の宇宙安全保障上の活動が活発化
している。我が国でも今後20年程度を射程とした宇宙安全保障構想が公表され、我が国としての宇宙安全保障上の
取り組みが明らかになりつつある。

他方で、陸上自衛隊としての宇宙安全保障上の取り組みは未だ明らかになっておらず、諸外国、海空自衛隊、我が国
の民間企業、他省庁等との連携や、将来を見据えた長期的な取り組みに遅れが生じる恐れがある。仮に人類の宇宙進
出が順調に推移した場合、その遅れは我が国の将来的な利益に多大な影響を及ぼす可能性がある。

このため、本研究では、人類にとって宇宙の意義が最大化すると思われる「宇宙の活動領域化」ｼﾅﾘｵに基づき、人口
予測や未来予測が参照可能な最も遠い時期である2080年頃までの期間を射程として、陸上自衛隊として必要にな
る宇宙安全保障上の取り組みを網羅的・多角的に考察し、その結果を「陸上自衛隊の宇宙に係る取り組みの長期的な
方向性」として整理した。

本研究の結果、我が国の宇宙安全保障の内容上の焦点は次の通り変化すると推測した。
2023年現在では宇宙安全保障構想に記載されている「宇宙からの安全保障」「宇宙における安全保障」「宇宙産業
の支援・育成」の3点が焦点であるところ、2080年頃までには「地球における宇宙利用の優越」「宇宙空間における宇
宙利用の優越」「月面を含むｼｽﾙﾅ火星等の天体における宇宙利用の優越」の３点が焦点化すると思われる。
また軍事と宇宙の関係の観点では、２０２３年現在、既に顕在化している「軍事力の基盤としての宇宙」の他、2080
年頃までには「重要防護対象としての宇宙」「作戦空間としての宇宙」という関係が新たに生じると思われる。
これらを受けて陸上自衛隊として必要になる宇宙安全保障上の取り組みは①宇宙利用による作戦能力の強化②宇
宙能力の防護・復旧能力の強化③敵の宇宙能力の破壊・妨害能力の強化④宇宙能力の代替・補完能力の整備⑤宇宙
における国民保護・施設防護等への対応⑥宇宙における殺傷・破壊能力の獲得⑦宇宙における緊要地形の特定・活用、
の７点に整理される。これらのいずれも2023年現在は端緒にあり、今後取り組みを強化・加速する必要がある。

結論としては、陸上自衛隊は超長期・政府横断的な視点に立ち、将来的な国益を見据えて、宇宙に係る取り組みを先
行的に実施していく必要があると言える。



要 旨(各 項)
2

１ 宇宙利用の状況の展望

本研究のはじめに、2080年頃までの間に宇宙利用が一般化し、人類の活動領域が宇宙まで拡大する状況を確認。2023年現在は宇宙での有人
活動範囲は限定的であり定住人口は存在しないが、最も宇宙利用が進んだｼﾅﾘｵの場合、2080年頃までに、宇宙利用の形態の多様化、宇宙での活動
領域の急拡大、宇宙人口の急増が生起し、宇宙の価値が地球同等以上に増大する可能性。防衛省・自衛隊は、こうした展望を背景とした宇宙安全保障

状況の変化にも適切な対応が必要と言える。この際、新大陸ｱﾒﾘｶの人口急増の歴史は参考になる。

２ 宇宙安全保障の状況の展望

宇宙利用の状況変化に伴い、宇宙安全保障の状況も変化。宇宙安全保障上の焦点は2023年現在の①宇宙からの安全保障、②宇宙における安
全保障、③宇宙産業の支援・育成から、2080年頃までに①地球における宇宙利用の優越、②宇宙空間における宇宙利用の優越、③月面を含むｼｽﾙﾅ
火星等の天体における宇宙利用の優越の３点に変化。軍事と宇宙の関係も2023年現在の「戦闘領域」から2080年頃にはより複雑化が予想される。

３ 軍事と宇宙の関係の方向性

宇宙安全保障の状況変化を踏まえ、軍事と宇宙の関係も変化。その結果、2080年頃までに軍事と宇宙の関係は①軍事力の基盤②重要防護対象
③作戦空間、の３つに収斂。この際、「新大陸」「橋頭堡」となり得る月の意義・価値は特に高く、ｼｽﾙﾅが地域上の焦点となる。また、現在は宇宙条約等に
基づく国際法秩序により、宇宙・月は非軍事的に利用され、国家領有も認められていないが、今後、宇宙でも武力行使を含む国際紛争の生起や国家に
よる月等の領有化等の軍事化が進む可能性がある。この際、 「新大陸」としての南極大陸が国際化・非軍事化された経緯は示唆に富む。本研究では、
将来的には宇宙での国際紛争による武力行使の許容、月の領有化・軍事化、宇宙・月等天体の「作戦空間」化が進行するように宇宙国際法秩序が変容
すると想定した。

４ 宇宙に係る新たな任務・課題

軍事と宇宙の関係の変化に伴い、防衛省・自衛隊として対応すべき宇宙に係る新たな任務・課題の生起が予想される。新たに想定される防衛省・
自衛隊の宇宙に係る任務・課題や、陸自に係る論点も顕在化し、対応の検討が必要になる。本研究では、陸自に係る論点を７つに整理し、あわせて喫
緊の課題として宇宙利用に係る官民間等の役割区分や、衛星ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝへの対応も検討した。

５ 陸上自衛隊の宇宙に係る取り組みの長期的な方向性

前項までの考察・検討を踏まえ、2080年頃までの間に取り組むべき事項を「軍事力の基盤」「重要防護対象」「作戦空間」の３つの軍事と宇宙の

関係の観点から整理し、陸自の宇宙に係る取り組みの長期的な方向性を明らかにした。この際、2023年現在の各国及び我が国の宇宙に係る取り組
みを参照し、あわせて喫緊の焦点となる2040年代までの陸自の取り組みをﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟとして整理した。結論としては、陸自は我が国の他の宇宙安保
政策との節調や官民間の連携を図りつつ、超長期的視野から宇宙に係る各施策に先行的に取り組む必要がある。

（参考１ー１）「新大陸」ｱﾒﾘｶの人口推移・出来事

（参考３ー１）宇宙の意義・価値の変遷
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（参考）「新大陸」ｱﾒﾘｶの人口推移・ｲﾍﾞﾝﾄ
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総 括
〇 新大陸ｱﾒﾘｶ(北ｱﾒﾘｶ)の人口は入植開始当初の100年間は極めて急激に増加（約1.4万倍）
⇒ 「新大陸」ｱﾒﾘｶ発見後の歴史的事実と同様に、人類の宇宙進出本格化時には宇宙における「新大陸」である月や火星等で
急激な人口増加(1万倍程度)や、その後の宇宙国家の建国、 独立・内戦の生起、 大国・覇権国化等の出来事が生起し得る。

※出典：ｱﾒﾘｶ合衆国統計局人口統計資料、McEvedy＆Jones(1978)等を参考に作成

1620 １72０ １82０ 1920 2020

約7倍

約11倍

建 国 独立・内戦 大国・覇権国化

参考資料１－１

各時期の
国家的ｲﾍﾞﾝﾄ

人口増加率
(100年毎)

総人口

趣 旨 「新大陸」ｱﾒﾘｶ発見後の人口推移、人口増加率と各時期における国家的ｲﾍﾞﾝﾄを整理したもの。

1776

独立宣言

1861-65

南北戦争

1620

入植開始
ﾋﾟﾙｸﾞﾘﾑ・ﾌｧｰｻﾞｰｽﾞ

1914-18

WWⅠ

1939-45

WWⅡ

参考資料1-1

1億6百万人

963万人

3億4千万人

140万人
102人

約1.4万倍

約３倍



（参考）宇宙の意義・価値の変遷
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趣 旨 宇宙の一般的意義・価値、軍事的意義・価値の変遷を整理したもの。

総 括

〇 宇宙の軍事的価値・意義は、宇宙空間の物理的特性に基づく他、宇宙の(一般的)意義・価値に伴って変化
〇 物理的特性に基づく軍事的価値・意義は、究極の高地かつ地形・気象の影響を受けないこと。
〇 現在の宇宙の軍事的意義・価値の「軍事力の基盤」に加え、将来的には「重要防護対象」「作戦空間」の観点が追加
⇒ 従来の「宇宙をいかに軍事利用すべきか」という点だけでなく、聖域から戦闘領域に変化した宇宙において「守らなけれ
ばならないものは何か」「人類の活動領域である宇宙で軍事が果たすべき役割は何か」を検討する必要が生起

意義・価値
の

根源・背景
宇宙の一般的意義・価値 宇宙の軍事的意義・価値

物理的
特 性

〇 宇宙は「究極の高地」
(地球上のどの地点よりも高高度。約100km以上)

⇒ 地形影響を受けない偵察による敵情の常時把握が可能
広域の共同・統合作戦に必要な見通し線外通信が可能

〇 宇宙空間には大気・気象が存在しない。 ⇒ 超音速の航空機・ﾐｻｲﾙ等が利用可能

〇 宇宙及び天体はどの国家にも属さず、国境が無い。 ⇒ 常時、全世界に対する合法的な偵察、通信を実施可能

冷戦期
(～1990’s)

〇 大国間競争の手段(ﾊｰﾄﾞﾊﾟﾜｰ/ｿﾌﾄﾊﾟﾜｰ)
⇒ 核兵器ｼｽﾃﾑの必須構成要素(ﾊｰﾄﾞﾊﾟﾜｰ)＝米ソ核戦力の安定
化のため相互に攻防が抑制され「聖域」化（軍事紛争は生起せず）
月探査等を通じた陣営・体制の優越の証明(ｿﾌﾄﾊﾟﾜｰ)

現 在
(～2020’s)

〇 ｲﾝﾌﾗ化の端緒(経済・社会・軍事)

⇒ 現代的な情報化・無人化した「軍事力の基盤」
(長射程精密誘導火力、UAV、戦場の可視化、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙC4ISR)
＝核戦力以外の通常戦力のｲﾝﾌﾗとなり、相互に攻防が抑制され
なくなり、米ロ以外の中印の能力進展も相まって「戦闘領域」化

将 来
(～2080’s)

〇 ｲﾝﾌﾗ化の完成（＝宇宙依存の深化）
＋

〇 経済・社会活動領域＝生活圏化(資源採取、居住等)

⇒ 軍事・社会活動の基盤として「重要防護対象」化
宇宙での資源地域や軍事上の攻防の場として「作戦空間」化

参考資料３－１参考資料3-1



（参考）月の意義・価値
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趣 旨 月を含むｼｽﾙﾅ空間の特性に基づき、2080年頃までの間の一般的・軍事的意義・価値を整理したもの。

総 括

〇 月は、従来から全ての国家が自由に利用可能な究極の制高点・瞰制点としての意義・価値が存在
〇 近年、科学探査により豊富な資源や高価値地域の存在が解明されつつあり、月の意義・価値が飛躍的に増大
〇 月は広大な面積、希少資源を有し、かつ人類の居住可能性が存在するため、宇宙における係争地域となり得る。
また、火星等の深宇宙進出時には月の資源利用の必須化が予期され、月は人類の宇宙進出の橋頭堡ともなり得る。

⇒ 総論としては、今は「宇宙への大航海時代」の端緒。大航海時代に新大陸を「発見」し「先占、領有」したﾖｰﾛｯﾊﾟはその後の
世界の覇権を獲得。同様に、宇宙における新大陸である月の「先占、領有」は次の時代の世界の覇権を左右

⇒ また、火星等、深宇宙への進出時には、月の資源・場所の利用が重要。このため、今後数百年にわたると想定される「宇
宙への大航海時代」に地球上の国家が参画するためには、少なくとも月の自由な利用の確保、可能であれば「先占、領有」
は不可欠。換言すれば、月を制したものは地球上・ｼｽﾙﾅ空間における宇宙利用、そして深宇宙への進出を制する。
⇒ これらを背景として、2000年代以降、月探査・開発をめぐる各国の競争が激化し、ｼｽﾙﾅにおける自国の有利化を企図

特 性 月の一般的意義・価値 月の軍事的意義・価値

既知
の特性

(～90年代)

〇 地球に最も近接する唯一の衛星であり、広大な地表
面積を有する ※（約3800万km2、ｱﾌﾘｶ＋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ大陸に相当）

〇 月はどの国家にも属さず、国境が無い。

⇒ 全ての国家が自由に利用可能な領域であり、「宇宙における
新大陸」とも言える。

〇 常に表面を地球に正対し、地球から月裏面は不可視
⇒ 地球から見た場合、「究極の制高点・瞰制点」となり得る。
また特に月の裏面は地球からの隠掩蔽が良好

近年
顕在化した

特性
(00年代～)

〇 月での持続的活動・深宇宙探査に利用可能な豊富な
資源が存在 (水・鉱物資源 等)
⇒ 地球からの資源輸送が不要＝輸送費用を削減可能

⇒ 経済的に高い価値を持ち、軍事的争奪の焦点になり得る。
また資源を先占した国家は合法・永続的な有意性を確立し得る。
また、人類にとって「宇宙進出の橋頭堡」となり得る。

〇 人類の活動にとって特に有意義な高価値地域が点在
(高日照率地域、地下巨大縦穴構造、永久影、核・鉱物鉱
床 等)し、人類の持続的活動が実現する可能性

⇒ 人類の宇宙活動の根拠地となり得、経済的にも価値が高い
地域が点在するため、軍事的争奪の目標になり得る。
人類にとって「宇宙における係争地域」となり得る。

参考資料３－２参考資料3-2



（参考）月における高価値地域・資源量の推定
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総 括

〇 月の資源は比較的多量に存在するが、食料は地球からの運搬が必要であり希少
〇 月の資源の価値には、月・宇宙での利用価値の他、地球からの運搬費用(2023年現在は1kgあたり約１億円)も包含
〇 また、高価値地域同士が重複・隣接している場合、更に価値が高まる（例 巨大縦穴構造に隣接する高日照地域や永久影）
⇒ 月における安保の観点からは、当面の地域的焦点は高価値地域の獲得となり、内容上の焦点は食料(炭素)の確保となる。
また、月の資源の利用の可否は、将来的な火星等深宇宙進出を容易にし、人類の深宇宙への活動領域拡大を加速

趣 旨 月における代表的な高価値地域及び推定される資源量、深宇宙進出時の価値について説明するもの。

巨大縦穴構造

〇 月地下の縦穴・横穴連結構造

〇 利用に適する大規模なものは３
か所のみ存在

〇 対隕石・放射線防護、寒暖差の緩
和、気密性の確保等の観点から居住
施設構築等に最適

高日照率地域

〇 年間80%以上日照がある地域

〇 １か所あたり数百m2。５か所の
み存在(北極側２、南極側３。うち、表
面側は２か所のみ)

〇 月面上で太陽光発電に最適。月
地球間通信所・ｴﾈﾙｷﾞｰ送信所にも適

永久影

〇 日射が当たらない凹凸地形

〇 月の南極・北極に集中。極低温
(－190℃)であり氷存在の可能性

〇 水資源確保が可能。極低温のた
め超電導状態による核融合発電や電
力保存に適

核・鉱物鉱床

〇 希少資源の高濃度含有地層

〇 特に高品位のウラン・酸化チタン
等の有用資源が集中的存在の可能性

〇 燃料や有用な鉱物が高効率で採
掘・確保可能

月における
高価値地域

参考資料３－２ー１

水資源

〇 月の土壌(ﾚｺﾞﾘｽ)に付着、
又は永久影に氷の状態で存在

〇 比較的潤沢に存在する可
能性(直径20kmのｸﾚｰﾀｰ内だ
けで約180万ﾄﾝと推計)

〇 電気分解で水素を産生しﾛ
ｹｯﾄ燃料として利用可能

金属資源

〇 月の岩石又は鉱脈に化合
物の形態で存在。酸化チタン等

〇 比較的潤沢に存在する可
能性が高いが、利用するため
には熱等による還元が必要。
また炭素が希少なため炭素含
有の合金(鉄合金)は生成困難

燃 料

〇 月の鉱脈にウランが存在。
月の土壌中には太陽風により
ヘリウムが蓄積

〇 比較的潤沢に存在する可
能性。ただし、利用のためには
核分裂炉・融合炉等が必要に
なるため、エネルギー源として
は太陽光に劣る可能性

食 糧

〇 月面には化合物の形態を
含めて炭素質がほぼ存在しな
いため極めて希少

〇 地球から運搬する必要(運
搬する場合、1kgあたり約１億
円必要)。また炭化物のリサイ
クルが重要

月の推定
資源量

参考資料3-2-1

※出典：佐伯和人『月はすごい資源・開発・移住』中公新書



（参考）南極大陸の国際化・非軍事化の経緯
7

趣 旨 月をめぐる領有権主張や武力行使に係る推移予測の参考として南極大陸の経緯を参照・分析するもの。

総 括
〇 南極大陸が国際化・非軍事化した背景条件が月では失われつつあり、月の領有化・軍事化の可能性が高まりつつある。
〇 今後の各国の動向によっては月の領有化・軍事化が国際法的に可能になる可能性がある。
⇒ このため、今後のｼｽﾙﾅを作戦空間とした軍事活動や我が国に有利な宇宙国際法秩序の形成を検討しておく必要がある。

全 般

〇 宇宙や月は真空、高温低温等の極限環境の地域であり、また地球から遠いため、人類活動が制約され、現在は「宇宙条
約」や「月協定」に基づき、宇宙及び月は特定国家の領有権主張や武力行使は禁止
〇 他方で月の価値の増大等を背景とした各国の月探査競争激化や「月協定」等の実質的な死文化等の背景が顕在化※1

⇒ このため、宇宙及び月の領有権主張、武力行使に係る国際合意が今後大きく変化する可能性が存在。この際、極限地域
であり、かつ国際合意により国際化・非軍事化された南極大陸の歴史的経緯は宇宙、月等の推移予測の参考となり得る。

現 状
〇 南極大陸※は、遠隔地かつ極低温・強風等の極限気象条件のため、歴史的に人類の定住困難な未踏地域
〇 19世紀の発見以降、科学技術の進歩に伴い、20世紀には南極探査が実現し、一部国家は南極の領有を主張
〇 その後、1954年の南極条約により領有権の主張は棚上げされ国際化・非軍事化が実現

分 析

〇 南極条約締結過程における領有権主張棚上げの理由は不明だが、事実関係としては①当時、超大国の米国が領有に不
同意、②領有で獲得可能な利益(地下資源等)が不明確な状態
〇 これらの事実に基づくと、各国による南極の領有権主張の棚上げ理由は、米国等との国際関係の維持や国際紛争回避
の利益が、南極の領有による利益を上回ると各国が判断したため、と推測可能

国際法上の
補 足

〇 国際法上、国家による無主地の領有には①無人地への国名標柱の明示②居住者への継続的行政行為(徴税等)の実施
③国家の公共施設(気象観測所)の継続的運営、等の手段による「実効的支配(effective control)」に基づく「先占
(occupation)」が必要。今後、宇宙や月面の「実効的支配」や「先占」が可能になることは十分想定可能
〇 国際法は国家実行の積み重ねで形成される。現状、各国の立場は不明だが、中国やｲﾝﾄﾞによる月探査等は月等の領有
化が目標の可能性もあり、米国等が追認した場合、国家による月等の領有化が国際法化・規範化する可能性は存在

宇宙・月への
ｲﾝﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

〇 整理すると、ある地域の国際化・非軍事化には、①圧倒的な大国による主導(強制)、②領有化・軍事化の利益が不明
確(又は得られる利益が不利益よりも小)のどちらか又は両方の条件が必要な可能性
〇 月は米中ｲﾝﾄﾞ等による探査・開発が均衡しつつあり、①圧倒的な大国による主導(強制)は困難。また、月探査の進展
に伴い、月の資源等、得られる利益が明確し②の観点でも国際化・非軍事化の条件を満たさなくなりつつある。
〇 以上の理由により、南極大陸の歴史的経緯を踏まえると、各国による月の領有化・軍事化の動因は増大しており、将来
的に月で係争が生起する可能性を否定することは困難と結論できる。
⇒ したがって、今後、我が国も月等ｼｽﾙﾅを作戦空間とした軍事活動や有利な宇宙国際法秩序の形成を検討する必要

※１ 月協定は米中ロや我が国は未批准のため、各国の月探査において拘束力を有しない。一方、宇宙条約に基づく月等天体の領有禁止に係る規範は有効
※2 南極大陸は南極条約により「南緯60度以南の地域」と定義。面積は約1300万km2(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ大陸の約2倍)、月の約三分の一(出典：浅田正彦編『国際法』東信堂、2022年。

参考資料３－３参考資料3-3



条約等名称 実効性 概 要

宇宙条約
(1967年発効)

〇
〇 正式名称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関す
る条約」。国家による宇宙活動に係る基本的かつ権威を有する国際条約。我が国は批准済み。

月協定
(1984年発効)

△
〇 正式名称は「月その他の天体における国家活動を律する協定」。我が国は未批准。国家による月の
探査、資源開発、軍事活動等について規定しているが、批准国が少ない。

宇宙における
責任ある行動規範
(2022年議決)

不明
〇 20年に国連総会で決議された法的拘束力のある行動規範
〇 近年、混雑化する宇宙空間の持続的活用のためにﾘｽｸ低減が不可欠。そのため物体の発射、最低安全
基準、ﾃﾞﾌﾞﾘ低減措置、宇宙状況監視、軌道上ｻｰﾋﾞｽ等、宇宙空間における責任ある行動の規範として制定

ﾏｯｷﾞﾙ･ﾏﾆｭｱﾙ
(McGill Manual)
(2023年公表)

-

〇 政府関係者等に対して宇宙領域で適用される国際宇宙法のﾙｰﾙを解説し、判断指針とすることを目的
として編さんされたﾏﾆｭｱﾙ(※法源ではなく参考資料)
〇 本ﾏﾆｭｱﾙで平時及び緊張期に適用される既存の宇宙国際法が明確化。一方、宇宙での武力紛争時に適
用される宇宙国際法は意図的に明示されておらず、今後の合意が必要。
〇 本ﾏﾆｭｱﾙによる宇宙国際法の法源は、宇宙条約、救助帰還協定、責任条約、登録条約、月協定の５つ。
平時における宇宙での軍事活動に適用される条約は、上記の他、国連憲章、部分的核実験禁止条約、
環境改変技術の軍事的・敵対的使用禁止条約、国際電気通信連合憲章・条約であるとされる。

（参考）宇宙での国際紛争に係る条約等について
8

趣 旨 2023年現在、宇宙での国際紛争の予防・解決に係る主な条約等の内容を要約・整理したもの。

国家による宇
宙での軍事活
動、宇宙での武
力行使は国際
法上可能か。

〇 結論は、宇宙空間、月その他の天体(以下「月等」)での平時における軍事的性格を有する活動は適法。有事における違法かつ
敵対的な武力行使に対して、管轄権を有する施設・人員の自衛目的であれば武力行使を含む軍事活動は可能であり適法。
ﾏｯｷﾞﾙ･ﾏﾆｭｱﾙによる整理は以下の通り。

１ 宇宙活動は、月等を含む宇宙空間を探査・利用する活動。国家は、軍事的性格の活動を含む宇宙活動の自由を享受する。
⇒ 軍事目的に基づく宇宙での軍事基地の建設や兵器の配備は禁止。ただし平和目的に基づきﾃﾞｭｱﾙﾕｰｽ可能な基地建設、
機材の配備や、軍人の使用は可能

２ 月等に存在する人工物・人員は当該国の管轄権に服する。ただし月等の土地・空間の国家による取得・占有は禁止
⇒ 月面領土の占有は法的には困難だが月面基地等の管轄権は存在。そのため月南極等への基地建設及び独占利用は可能
３ 月等を含む宇宙空間でも武力による威嚇または行使は禁止。ただし武力攻撃への自衛権は宇宙でも国家の固有の権利。
その際、宇宙の物理的・法的特性の考慮が必要
⇒ 宇宙ｼｽﾃﾑへの攻撃・妨害へは同等の「対抗措置(Countermeasures)」や国際法の範囲内の「返報(Retorsion)」が可能
ｷﾈﾃｨｯｸな破壊は武力行使に該当の可能性が高く、武力行使での対抗が可能。ただし、この際、ﾃﾞﾌﾞﾘの発生等は最小限に抑
える必要。ﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸな妨害・機能破壊の武力行使該当当否は議論の余地が存在も、「対抗措置」や「返報」は許容され得る。

参考資料３－４

出典：青木節子・小塚荘一郎編集『宇宙六法』信山社、2019年、Ram S.Jakhu, Steven Freeland(Co-Edit)「McGill MANUAL VolumeⅠ Rules」Mcgill University,2022.

参考資料3-4



（参考）陸自に係る論点の検討(1/2)
9

趣 旨 20８０年頃までの陸自に係る論点ごとに、対応の方向性(案)を幅を持って検討したもの。

部 分
総 括

〇 宇宙由来の作戦機能として、情報、測位、通信機能の強化が必要
〇 ＳＤＡ機能保証のため、地上配置型ＳＤＡｱｾｯﾄの防護、限定的な対宇宙観測能力の保有が必要
〇 宇宙ｼｽﾃﾑの強靭性確保のため、衛星地上局等の地上配置型宇宙ｼｽﾃﾑの警護能力保有が必要
〇 対宇宙能力の一部として、地対宙能力のうち地上配備型のﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段の保有が必要。ｺﾝｽﾃにはﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段で対応
〇 重要ｲﾝﾌﾗ防護及び軍事的強靭性確保のため、宇宙代替・補完能力の保有が必要

陸自としての論点 対応の方向性(案)

① 陸自として強化すべき宇宙由
来の作戦・戦闘機能は何か、またそ
の優先順位は。

① 宇宙由来の陸上作戦・戦闘機能のうち、特に影響するのは通信、測位、情報(偵察・観測)衛星による機能。陸自の予想される作戦地域で
宇宙利用以外で発揮しづらいのは情報衛星による機能(離島島嶼間等の見通し線外を含む地域における作戦)。また、長距離精密火力や無
人航空機等の運用時は通信、測位衛星による機能が必須
また、宇宙太陽光発送電が実現した場合、離島等に対する兵站(ｴﾈﾙｷﾞｰ輸送)が容易化するため、活用が必要

⇒ このため、陸自としては宇宙由来の情報機能強化を最優先とし、次いで通信・測位機能の強化が必要。また、兵站機能としても活用

②-1 ＳＤＡ能力の一部を陸自は
担任すべきか、するとすればどの
ような能力か。

②-2 防衛・再構築能力を陸自は
担任すべきか、するとすればどの
ような能力か。

②-1 ＳＤＡ※1衛星以外のＳＤＡｱｾｯﾄは地上に存在。不可欠性を有し陸自以外による防護・機能代替は困難
⇒ このため、陸自としては最低限のＳＤＡ機能保証のため限定的な対宇宙観測能力の保有が適当

②-2 軍事力発揮のための基盤的機能として、防護・再構築能力の保有が極めて重要。宇宙ｼｽﾃﾑのうち衛星地上局、ﾛｹｯﾄ発射施設等の地上ｱ
ｾｯﾄは陸自以外による防護及び機能代替が困難
⇒ このため、陸自としては衛星地上局、ﾛｹｯﾄ発射施設等の重要防護施設警護能力の保有が適当

③ 対宇宙能力を陸自は保持すべ
きか。するとすればどのような能
力か。またｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝの対応策はあ
るか

③ 対宇宙能力は目標との関係から地(※海空含む。)対宙、宙対宙、宙対地能力に大別。また、手段としてｷﾈﾃｨｯｸ、ﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸに大別。地対宙能
力のうち陸上配備型は陸自以外による防護が困難。ｷﾈﾃｨｯｸ手段は直接上昇型対衛星兵器(DS-ASAT)、ﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段は対衛星ﾚｰｻﾞｰ、電波
放射、ｻｲﾊﾞｰ攻撃が代表例。このうちDS-ASATは政府として実験の禁止を表明しており、また宇宙空間の混雑化に伴いｷﾈﾃｨｯｸ手段による宇
宙環境汚染のﾃﾞﾒﾘｯﾄも増大すると考えられることから保有は適当ではない。
特にｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝへの対策が必要となるが、物理的破壊による対応は付随的被害(ﾃﾞﾌﾞﾘ→ｹｽﾗｰｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ)や復旧・即応能力の向上に伴う破壊
効果の低下に伴い否定されつつある。したがって、仮に対策を取る場合、ﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段による妨害を図ることが優先手段となる。一方、地上
施設に対する破壊効果は高いため、地対地能力は有意義
⇒ このため、陸自としては地対宙能力のうち陸上配備型のﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段を保有することが適当。この他、敵の地上局等に対する地対地能力
(長距離ﾐｻｲﾙ、UAV等)の保有が適当。ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝに対してはｻｲﾊﾞｰ・電磁波手段による妨害、地上管制局等に対する攻撃能力で対応する。

④-1 宇宙利用の代替・補完能力
を陸自は保持すべきか。するとす
ればどのような能力か。

④-2 陸自の非宇宙由来型の基盤
的機能を向上させるべきか。する
とすればどの能力をどのように向
上させるか。

④-1 宇宙代替・補完能力とは宇宙利用で可能になる情報・指揮通信等能力を、宇宙利用以外の手段により代替・補完し得る能力のこと。彼
我の攻防の激化に伴い宇宙利用能力の一時的・恒久的喪失や、ｲﾝﾌﾗ化に伴う影響の甚大化が想定され、かつ陸上配備型の代替・補完手段は
陸自以外による防護が困難
⇒ このため、陸自としては宇宙代替・補完能力を保有することが適当であり、この際、喪失による軍事的影響が甚大な宇宙由来の各能力の
代替・補完能力の保有が効率性・優先度の観点からは適当

④-2 非宇宙由来型の基盤的機能は、宇宙代替・補完能力により実現する機能とほぼ同義。
⇒ このため、陸自としては非宇宙由来型の基盤的機能の向上を図り、この際、宇宙代替・保管能力となり得る能力を、宇宙代替・補完の観点
で効率的・効果的に向上させることが適当

参考資料４－１ー１参考資料4-1-1



（参考）陸自に係る論点の検討(2/2)
10

趣 旨 20８0年頃までの陸自に係る論点ごとに、対応の方向性(案)を幅を持って検討したもの。

部 分
総 括

〇 宇宙における主権・国益擁護のため、宇宙における各種任務(国民保護、災害派遣、防衛出動等)への対応が必要
〇 宇宙における各種任務遂行のため、宇宙における対宇宙能力及び宇宙における統合・共同作戦能力の保有が必要
〇 対宇宙能力の発揮のため、宇宙における緊要地形の識別・獲得・利用能力の保有が必要
〇 宇宙における緊要地形の獲得等のため、宇宙地形・宇宙天気に対応した装備・施設が必要

陸自としての論点 対応の方向性(案)

⑤ 宇宙で活動する国民から必要
とされる任務は何か。また陸自が
その任務に対応する必要はあるか。
あるとすればどのような能力が必
要か。

⑤ 宇宙で活動する国民は、活動環境の特性が地球と異なる点を除けば、原則的には地球上で活動する国民と同様、国家による生命・身体・
財産の保護に係るﾆｰｽﾞを有すると思われる。また、今後の国家実行を通じて宇宙及び月等の天体が国家主権の及ぶ領域となる国際法規範が
形成された場合、宇宙においても国家の領域及び主権の防衛に係る任務が必要となる状況は想定される。さらに、その際に必要とされる能
力の上限は、宇宙における最も深刻な殺傷・破壊を伴う他国のｷﾈﾃｨｯｸな武力行使による月等天体の領域・主権の侵害への対応能力に焦点を
合わせるべきと想定される。
⇒ このため、陸自としては、宇宙の国家主権領域化に伴い、地上と同様の各種任務(国民保護、災害派遣、防衛出動等)が宇宙、特に月等天体
の表面でも必要とされ、対応能力が必要となる想定をしておくことが適当

⑥ ③に同じ。ただし、追加として
月対月、月対宙、宙対月の対宇宙
能力はどのような能力か。陸自は
その能力を保有すべきか。

⑥ 対宇宙能力のうち宙対宙能力は、月対月、月対宙、宙対月、宙対宙能力に大別。手段はｷﾈﾃｨｯｸ、ﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸに大別。宇宙が国家主権領域化し
た場合、宙対月、宙対宙能力以外に係るｱｾｯﾄは、月等天体の表面へ配置され、その防衛は月等天体表面での防衛任務と一体化が想定
⇒ このため、陸自としては月等天体表面での防衛任務に係る月対月能力及び月対宙能力の保有が適当。また、宇宙と月等天体表面の境界
が定義された場合、その範囲内での宙対宙能力、宙対月能力の保有も適当。さらに、境界が定義され、他の組織との統合・共同作戦が必要と
なった場合、宇宙における統合・共同作戦能力の保有も適当

⑦-1 宇宙における軍事的な要
域・緊要地形は何か。またそのため
に陸自として対応する必要はある
か。あるとすればどのような対応
が必要か。

⑦-2 宇宙緊要地形に適した作
戦・戦術はどのようなものか。また
そこで用いる装備・施設としてどの
ようなものが必要か。

⑦-1 緊要地形は「支配又は占領することにより彼我の戦術行動に決定的な影響を与える地形」であり「任務、部隊の大小及び戦況進展の度
合いによって選定の要領が異なる」。係る観点から宇宙における要域・緊要地形とは、月等天体表面における緊要地形(月南極点、月裏面等)
と、宇宙空間における緊要地形(地球・月等周辺の人工衛星軌道、ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ点等)と想定。このうち、月等天体表面における緊要地形は資源地
域、重要防護施設等の配置と密接に関係。宇宙空間における緊要地形は天体物理学上の固有点であり、直接人間による活動が実行される場
ではなく人工衛星や宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ等によって利用されると想定
⇒ このため、陸自としては月等天体表面での防衛任務の一環として緊要地形の識別・獲得・利用能力の保有が適当。宇宙空間における緊要
地形は、宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ等の構築物により実際に人間が活動する場合は重要防護対象となり得る他、地対宙、月対宙能力の観点からの対応が適
当

⑦-2 天体表面を含む宇宙は、人間の生存に適さないため、長期間にわたる保持のためには装備・施設が必要。また、特に月面は天体直径が
小(地球の1/4)、低・無重力(地球の1/6)、大気が無くほぼ真空、磁場欠如、表面土質が微細なｶﾞﾗｽ質粒子(ﾚｺﾞﾘｽ、直径0.1mm以下)等の特
質の影響により、見通し線距離が短い（約3km）、火砲等弾道の低落量変化、宇宙放射線による人体損傷・通信障害、大気が無く地球上では消
滅する微小な隕石の衝突が極めて多い、等の作戦・戦術に影響する宇宙地形・宇宙天気上の特質が存在
⇒ このため、陸自としては宇宙緊要地形での作戦・戦術では、上記の宇宙地形・宇宙天気上の特質に対応した装備・施設が必要
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（参考）宇宙利用に係る役割区分の検討(官民・省庁間)
11

趣 旨 我が国の宇宙利用に係るｱｸﾀｰ間の役割を整理し、特に防衛省・自衛隊、陸自の役割を明確化したもの。

総 括

〇 民間企業は技術革新に伴い宇宙開発利用の主役となりつつあるが、ﾘｽｸ・責任負担には限界が存在
〇 官側は長期的・大規模投資等、民間企業では負担が困難なﾘｽｸ・責任負担及び国家の権限に属する事項(総合調整、
許認可、国際交渉等) の実行主体として存在感
〇 防衛省・自衛隊は軍事組織としてﾘｽｸ・責任負担が可能。特に法的に武力行使を実施可能な唯一の組織
⇒ このため、民間企業主導でﾃﾞｭｱﾙﾕｰｽの宇宙開発利用を進めつつ、武力行使を含む安全保障に係る宇宙利用については
防衛省・自衛隊が主体的に取り組む必要

宇宙利用に係る
ステークホルダー

全般・特性

関係する役割

総合指示
宇宙開発・
科学探査

宇宙の安全
保障利用

宇宙の
民生利用

官

内閣府
(国家安全保障局、

宇宙開発戦略推進事務局)

〇 我が国の宇宙利用に係る政策文書の企画立案機能
(国家安保戦略、宇宙安保構想、宇宙基本計画等)

〇 〇 〇 〇

文部科学省
(宇宙航空研究
開発機構JAXA)

〇 宇宙基本法を踏まえ、宇宙開発利用を学術研究・教育面から管掌
〇 JAXAは、軍事利用を含む宇宙の平和的利用の基本理念にのっとり宇宙科学
技術に関する基礎研究、基盤的研究開発を実施

- 〇 △ △

国土交通省
(海上・港湾・航空
技術研究所)

〇 運輸産業のため海上・航空交通に係る電波航法の基盤的技術開発を実施 - - △ 〇

総務省
(情報通信研究機構NICT)

〇 情報の電磁的流通、電波利用に係る技術の研究開発等を実施
〇 NICTは、次世代無線通信ﾈｯﾄﾜｰｸ、宇宙天気等に係る研究を実施

- - △ 〇

防衛省
・自衛隊

〇 宇宙安全保障の目標である、宇宙空間を通じた国の平和と繁栄、国民の安
全と安心の増進、宇宙空間の安定的利用と宇宙空間への自由なｱｸｾｽの維持の
ため、「宇宙からの安全保障」と「宇宙における安全保障」施策を管掌

- - 〇 △

民 民間企業

〇 技術革新に伴い、宇宙関連のベンチャー企業が増加(いわゆるNewSpace)
〇 一部企業は国家を能力的に大きく凌駕し、主要ﾌﾟﾚｰﾔｰ化(SpaceX社等)
〇 一方で、国内・国際法上の制約等により、国家の関与が必要な場面も存在

(SpaceX社によるｸﾘﾐｱ地域のSTARLINK事業の国防総省への譲渡等)

- △ △ 〇

※この他、環境省(地球観測衛星の運用)、外務省(国連宇宙空間平和利用委員会COPUOS)、経産省(新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構NEDO)等も含まれる。

参考資料４－２ー１参考資料4-2-1



（参考）宇宙利用に係る役割区分の検討(陸海空自間)
12

趣 旨 我が国の宇宙利用に係る陸海空自衛隊間における陸上自衛隊の役割を明確化したもの。

総 括
〇 一般論として、陸海空各自衛隊の特性を踏まえた、適した任務への対応が効率的
〇 陸自は陸上配備型・固定的運用な宇宙ｱｾｯﾄ運用やその防護、将来的には宇宙環境に適応した多様な任務に対応可能
〇 海空自は原理的な脆弱性を有するため、それぞれの保有ｱｾｯﾄの防護・代替等を陸自も含め分担、処置する必要

防衛省・自衛隊内の
宇宙利用に係る
ステークホルダー

全般・特性 分 析

陸上自衛隊

〇 主として陸上で活動し、多数の陸上ｱｾｯﾄ・設備を保有
〇 陸上移動が主となるため、機動性は低いが、原理的に生残性は高い
〇 陸上施設の警備・防護能力は陸海空自衛隊の中で最も高い。
〇 人間が主体であれば多様な環境下における多様な任務に対応可能

〇 宇宙ｼｽﾃﾑのうち、地上施設の配備適地を
保有し、かつその防護能力も有するため、
陸上配備型で固定的な宇宙ｱｾｯﾄの運用や
防護に適

〇 機動性が低いが生残性が高いため、ｼｽﾃﾑ
の強靭性強化のための分散・代替に資する

〇 将来的に人間が主体となって宇宙活動
を行う際に宇宙環境に適応した多様な任
務に対応可能

海上自衛隊

〇 主として海上で活動し、多数の海上ｱｾｯﾄを保有
〇 海洋を通じた高い戦略・作戦機動性を有するが、原理的には生残性が低い
〇 陸上施設の防護能力は低い
〇 艦艇ｱｾｯﾄが主体であり、多様な環境下での艦艇様ｱｾｯﾄの運用任務に対応可能

〇 宇宙ｼｽﾃﾑのうち、艦艇等搭載型で機動的
に移動する必要があるものの運用に適
〇 一方、生残性が低いため、分散、防護や
代替処置が必要
〇 将来的に宇宙における艦艇様のｱｾｯﾄ(宇
宙輸送船等)の運航任務に対応可能

航空(宇宙)
自衛隊

〇 主として空中で活動し、多数の航空ｱｾｯﾄを保有。また宇宙状況把握(SSA)、宇
宙領域把握(SDA)を担任
〇 航空機による高い機動性を有するが、原理的に脆弱であり生残性が低い
〇 陸上施設の防護能力は低い
〇 航空ｱｾｯﾄが主体であり多様な環境下での航空機様ｱｾｯﾄの運用任務に対応可

〇 宇宙ｼｽﾃﾑのうち、現状のSSA・SDAや航
空機搭載型で機動的な運用に適
〇 一方、生残性が低いため、分散、防護や
代替処置が必要
〇 将来的に宇宙における航空機様のｱｾｯﾄ
(宇宙戦闘機等)の運航任務に対応可能

参考資料４－２ー２参考資料4-2-2



（参考）衛星ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝへの対応の検討
13

趣 旨 陸自に係る論点のうち、特に2040年頃までのｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝへの対応について検討したもの。

全般状況

〇 2023年現在打ち上げ費用の低減等により、高頻度大量の衛星打ち上げが実現し、ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ構築が進行。2040年頃までの間、米国、中国等によるｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ構築が進み、よ
り大規模なｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝが実現見込み
〇 通信、測位、情報ISRｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝも普及し、少なくとも2040年頃までの間は軍事上の喫緊の焦点として対応が必要。※2050年代以降は月等の利用が本格化し状況が変化
〇 各ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝは数量、軌道高度に差があり、破壊・妨害に係る評価が異なるため、下表に整理し、処置・対策を含む総合評価を実施

参考資料４－３

種 類 数 量 軌道高度
評 価

総合評価(処置・対策)
破 壊 妨 害

通信 数千
～数万

低軌道
(高度約5百km)

〇 低軌道に存在し、ﾐｻｲﾙ等による物理的
破壊は比較的容易
〇 多数機の全破壊は極めて困難
〇 また、破壊時のﾃﾞﾌﾞﾘ発生量が多く、周辺
軌道への付随的被害が甚大

〇 衛星高度が低く、地上からの
電磁波等による妨害が容易
〇 ｻｲﾊﾞｰによる妨害は有効

〇 数量が多く、物理的破壊は
困難であり、非物理的妨害が
有効(ｻｲﾊﾞｰ、電磁波)

測位 数十 中軌道
(高度約２万km)
静止軌道
(高度約３．6万km)
準天頂軌道
(高度約3.6万km)

〇 静止軌道に存在し、ﾐｻｲﾙ等による物理的
破壊がやや困難
〇 比較的少数機であり全破壊可能
〇 破壊時のﾃﾞﾌﾞﾘによる静止軌道汚染は
影響が大

〇 衛星高度が高く、衛星が発する
電波強度が弱いため、地上から
の電磁波による妨害が有効
〇 ｻｲﾊﾞｰによる妨害は有効

〇 物理的破壊は可能な一方、
軌道への影響から制約が大
〇 原則的には非物理的妨
害が有効(ｻｲﾊﾞｰ、電磁波)
〇 真に必要な場合、物理的破
壊は可能

情報
ISR

数十
～数百

低軌道
(高度約5百km)
静止軌道
(高度約3.6万km)

〇 低軌道衛星はﾐｻｲﾙ等による物理的破壊
が比較的容易。静止軌道衛星はやや困難
〇 比較的多数機のため、全破壊はやや困難
〇 破壊時のﾃﾞﾌﾞﾘによる軌道汚染は低軌道
・静止軌道どちらも影響大

〇 低軌道の場合、衛星搭載のｾﾝ
ｻｰに対する妨害が有効(可視
光、電磁波 等)。
静止軌道の場合、ｾﾝｻ-に対する
妨害はやや困難(赤外線 等)
〇 ｻｲﾊﾞｰによる妨害は有効

〇 物理的破壊はやや困難であ
り非物理的妨害が有効
〇 衛星搭載ｾﾝｻｰに応じた非物
理的妨害が有効(ｻｲﾊﾞｰ、電磁
波、ﾚｰｻﾞｰ)

総 括

〇 全般として、彼我相互に破壊能力を有している場合は、ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝの物理的破壊は効果低、制約大であり困難
⇒ このため、彼我相互の破壊・妨害が抑止される結果、彼我双方の宇宙利用が困難化・無効化される可能性は低
〇 妨害手段としてはﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段が有効であり、防護の観点からもﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段に対する防護が重要
⇒ 全てのｼｽﾃﾑに対してｻｲﾊﾞｰによる妨害は有効。 通信、測位及び情報ISR(一部)には電磁波による妨害が有効
〇 強靭性向上のためには他国連携を含む衛星の機数増加、ｻｲﾊﾞｰ・電磁波防護による妨害効果の低下が有効
〇 測位衛星に限定した場合、破壊手段としてｷﾈﾃｨｯｸ手段の保有も有効(ただし行使の制約は大)。また、彼による物理的破
壊の可能性も相対的に高いため、独自の測位システム保有、非宇宙由来の高精度測位ｼｽﾃﾑ保有は有効(非GNSS航法 等)。
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目的区分 米 国 中 国 ロシア インド

全 般

〇 18年、宇宙を戦闘領域と認識
〇 19年、宇宙軍を新編。20年国防
宇宙戦略で中ロを深刻な脅威とし
①宇宙領域での優位性確保②宇宙
能力による統合作戦支援③宇宙領
域の安定性確保を目標と規定

〇 15年、戦略支援部隊を設立し
「制天権」獲得を宇宙軍事闘争の
核心と位置づけ
〇 米国の中台紛争への介入抑止・
対抗手段として対宇宙作戦能力を
向上

〇 15年、航空宇宙軍を新編
〇 16年、国家宇宙戦略を公表。ｼﾘ
ｱの軍事作戦で有用性を認識した宇
宙能力強化のために宇宙ｼｽﾃﾑの構
築を推進

〇 21年、有人宇宙飛行計画を公表
し、24年の実現に向け推進中

宇宙における
安全保障

（宇宙の安全・安定
利用確保：

宇宙STA、月探査、
法秩序形成）

〇 国際宇宙STAの建設運営を主導
〇 17年以降、ｱﾙﾃﾐｽ計画で月南極周
辺の探査や月軌道STA建設を推進
〇 21年の宇宙での行動規範に係る
国連決議、22年の対衛星(ASAT)ﾐｻ
ｲ
ﾙ実験の停止決議の採択等を通じて
宇宙紛争予防や敵対的な宇宙利用
抑止のための法秩序を形成中

〇 23年末独自の宇宙STA完成予定
〇 19年、月の裏面への無人探査機
着陸に成功。23年、月の地下の構
造を解明。26年頃に月南極探査、
28年頃に月面基地建設、30年まで
に月面有人探査を計画
〇 14年、宇宙に最初に兵器を配置
しない決議案(NFP)をﾛｼｱ・ｲﾝﾄﾞと
共同で提出したが、近年は不参加

〇 運用停止のｻﾘｭｰﾄ、ﾐｰﾙSTAに続き
30年までに独自の宇宙STAを計画
〇 23年、月南極への無人探査機着
陸を試みたが失敗
〇 14年以降、NFPを提出し続けるが
未採択。22年、提出を主導した宇
宙空間における軍備競争防止に係
る決議(PAROS)が国連で採択

〇 30年までに独自の宇宙STA計画
〇 23年、月南極への無人探査機着
陸に世界で初めて成功
〇 14年にﾛｼｱ・中国と共同でNFPを
提出したが、近年は不参加。22年、
ﾛｼｱと共同提出のPAROSが採択

宇宙からの
安全保障

（安全保障のための
宇宙ｼｽﾃﾑ利用：衛星
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ、極超音
速ﾐｻｲﾙ、早期警戒ｼ

ｽﾃﾑ等)

〇 観測、測位、通信衛星のﾒｶﾞｺﾝｽﾃ
ﾚｰｼｮﾝを構築中(国防宇宙ｱｰｷﾃｸﾁｬ)
〇 空中発射型極超音速ﾐｻｲﾙを開発
中(HAWC、ARRW等)

〇 20年に測位・観測衛星ｼｽﾃﾑ(北
斗・高分) が完成。最大4万機のﾒ
ｶﾞｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ(GWﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)を計画
〇 極超音速弾道弾(DF-17)、空中発
射型極超音速ﾐｻｲﾙを開発

〇 11年以降、独自の測位衛星ｼｽﾃﾑ
を運用(GLONASS)。30年までに
最大600機のﾒｶﾞｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝを計画(ｽ
ﾌｪﾗ)
〇 極超音速弾道弾(ｲｽｶﾝﾃﾞﾙM、ｱｳﾞｧ
ﾝｶﾞﾙﾄﾞ)、空中発射型極超音速ﾐｻｲﾙ
(ｷﾝｼﾞｬｰﾙ)を開発

〇 16年以降、独自の測位衛星ｼｽﾃﾑ
を運用中(NavIC)。その他のﾒｶﾞｺﾝｽ
ﾃﾚｰｼｮﾝ計画は未公表
〇 極超音速弾道弾(ｼｬｳﾘｬ)を開発
〇 中国の核軍拡に対応するため早
期警戒ｼｽﾃﾑ整備の必要性が指摘

宇宙に対する
安全保障

（敵の宇宙利用の妨
害：ASAT、宇宙代

替手段）

〇 08年、自国の衛星を海上発射型ﾐ
ｻｲﾙにより破壊(ASAT実験と同義)
〇 23年、実際の衛星に対するﾊｯｷﾝ
ｸﾞｺﾝﾃｽﾄ(Hack-A-Sat)を実施し、ｻ
ｲ ﾊﾞｰ攻撃への対抗策を検討

〇 07年、地上発射型ﾐｻｲﾙによる
ASAT実験に成功
〇 22年、衛星による他衛星の軌道
変更≒ｷﾗｰ衛星に成功(実践21号)
〇 08年、衛星へのｻｲﾊﾞｰ攻撃を実施
〇 衛星攻撃用ﾚｰｻﾞｰ兵器等を開発中

〇 21年、地上発射型ﾐｻｲﾙによる
ASAT実験に成功
〇 14年、ｷﾗｰ衛星とみられる不審な
挙動の衛星を打ち上げ(ﾙｰﾁ)
〇 22年、ｽﾀｰﾘﾝｸ衛星へのｼﾞｬﾐﾝｸﾞ、
通信衛星へのｻｲﾊﾞｰ攻撃を実施

〇 19年、地上発射型ﾐｻｲﾙによる
ASAT実験に成功

（参考）各国の宇宙に係る取り組み(1/2)
14

趣 旨 2023年現在判明している主要国の宇宙利用・進出に係る取り組みを目的区分※ごとに整理したもの。

総 括

〇 主要国は宇宙を戦闘領域と認識し、宇宙軍事組織を新編・再編し、宇宙能力を強化
〇 宇宙における安全保障として、宇宙STAや月面基地を構築しつつ月及び月南極の探査を実施。同時に、主に国連決議を
通じて宇宙紛争予防及び他国の宇宙軍事利用を制約し得る新たな宇宙国際法秩序の形成を企図
〇 宇宙からの安全保障として、衛星ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ、特に独自の測位衛星ｼｽﾃﾑに注力
〇 宇宙に対する安全保障として、地上発射型ASAT実験を実施。その他、ｷﾗｰ衛星、ｻｲﾊﾞｰ攻撃等破壊・妨害手段を開発

※ 宇宙安全保障構想(R5.6)では取り組みを「宇宙からの安全保障」「宇宙における安全保障」「宇宙産業の支援・育成」の３つに区分。ここでは、「宇宙産業の支援・育成」に代えて「宇宙に対する安全保障」の視点を加え考察
※ 出典：「防衛白書(令和５年版)」171-174頁、「宇宙空間における軍事・安全保障面での制度的枠組み」軍縮会議日本政府代表部R5.4.11、岡崎研究所「中国核軍拡で危惧される中印パ３国の核軍拡スパイラル」WedgeONLINE2023年6月28日配信等

参考資料５－１ー１参考資料5-1-1
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趣 旨 2023年現在の我が国の宇宙安全保障に係る取り組みを目的区分ごとに整理したもの。※１

総 括

〇 宇宙安全保障に係る取り組みとして「宇宙における優位性の確保の追求」及び/あるいは「代替・補完手段開発」が必要
〇 宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ等を通じた国際協力による優位を活用し、敵対的行動を抑止し得る宇宙国際法秩序形成を行いつつ、ｿﾌﾄ
ﾛｰ(非拘束的合意)/ﾊｰﾄﾞﾛｰ(条約等)で抑止困難な敵対的行動に対する物理的な対処能力が必要
〇 周辺地域における測位衛星の強靭性を活用しつつ通信・観測・早期警戒衛星の代替処置が必要
〇 電磁波、ｻｲﾊﾞｰ等のﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段による敵の宇宙利用妨害能力の整備が必要

目的区分 我が国の宇宙安全保障に係る取り組み 主要国と比較した場合の差異・評価

全 般

〇 23年、初の宇宙安全保障構想を公表
〇 同構想は宇宙をめぐる安全保障環境の現状と課題として以下の点を指摘
① 21世紀の紛争では宇宙利用が地球上における軍事的優位性に直結
② 宇宙空間は国家間競争の主要な舞台。将来的には月の経済的意義向上
に呼応し、ｼｽﾙﾅ領域まで競争領域拡大の可能性
③ 宇宙安全保障の目標は「宇宙空間を通じて国の平和と繁栄、国民の安
全と安心を増進しつつ、同盟国・同志国等とともに、宇宙空間の安定的
利用と宇宙空間への自由なｱｸｾｽの保持」

〇 21世紀の紛争では宇宙利用が地球上における軍事的優位性に直結と認識
していながら、宇宙安全保障構想の目標に「宇宙における優位性の確保」
が謳われていない。

⇒ 取り組みの方向性としては、①宇宙における優位性の確保の追求、②宇
宙利用の代替・補完手段の開発による地球上における軍事的優位性の確保、
のいずれか、あるいはいずれもの追求が必要

宇宙における
安全保障

（宇宙の安全・安定
利用確保：

宇宙STA、月探査、
法秩序形成）

〇 88年以来、当初から国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ計画に参画(中ロは他の参加国の反
対により参加できず、独自の宇宙ｽﾃｰｼｮﾝを建設)
〇 20年、ｱﾙﾃﾐｽ計画参加に関する国際合意(ｱﾙﾃﾐｽ合意)締結。23年、月面無
人探査機を打ち上げ(月南極の探査)
〇 20年、宇宙での行動規範に係る国連決議案を提案、採択。22年、ASATﾐｻ
ｲﾙ実験の禁止決議に賛成

〇 中ロ印が他国の反対等により独自の宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ建設を余儀なくされたの
に対し、我が国は現在及びｱﾙﾃﾐｽ計画の両者における宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ建設に参
画しており、優位性（国際協力）を確保
〇 宇宙での行動規範、ASAT実験禁止決議等の国際法秩序形成により、抑止
力を形成し、宇宙空間の安定的利用と宇宙空間への自由なｱｸｾｽ保持に寄与
⇒ 取り組みの方向性としては、宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ等を通じた優位性（国際協力）を抑
止力として安全保障に活用し宇宙における敵対的行動(ｷﾈﾃｨｯｸ・ﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ)等
を抑止し得る国際法秩序形成を図りつつ、抑止困難な敵対的行動に対する物
理的対処能力が必要

宇宙からの
安全保障

（安全保障のための
宇宙ｼｽﾃﾑ利用：衛星
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ、早期警

戒ｼｽﾃﾑ等)

〇 03年以降、光学・ﾚｰﾀﾞ情報収集衛星を逐次整備中である他、23年以降、
我のﾐｻｲﾙ等の目標や敵のﾐｻｲﾙ等の早期警戒・探知・追尾能力を有する観測
衛星及び小型SARのｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝを計画中
〇 10年以降、独自の準天頂軌道測位衛星ｼｽﾃﾑ(みちびき)を逐次整備
〇 26年以降、極超音速弾道弾(島嶼防衛極超音速滑空弾、HGV)を整備予定

〇 ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝは小規模であり最低限の宇宙ｼｽﾃﾑは自国で整備可能と見られ
るが、強靭性やｸﾞﾛｰﾊﾞﾙにおける宇宙利用能力では中ロ印等に劣後
〇 極超音速弾道弾を整備予定だが、敵の無効化策への処置対策が未着手
⇒ 我が国周辺地域に限定すれば測位衛星ｼｽﾃﾑの強靭性は確保。他方で通信、
観測衛星の強靭性では劣るため、何らかの代替処置が必要
敵による極超音速弾道弾の無効化策への処置対策を図る必要がある。

宇宙に対する
安全保障

（敵の宇宙利用の妨
害：ASAT等）

〇 19年、探査機による小惑星への着陸・試料回収に成功(はやぶさ2)≒米
CSISはｷﾗｰ衛星と同能力を獲得と評価※

〇 地上発射型ASATﾐｻｲﾙ実験は禁止を表明したものの、ｷﾗｰ衛星能力は既に
保有。電磁波、ｻｲﾊﾞｰ手段等による敵の宇宙利用妨害能力整備は未着手
⇒ ASAT、ｷﾗｰ衛星等のｷﾈﾃｨｯｸ手段に係る能力は引き続き各国同等に保持し
つつ、今後は電磁波、ｻｲﾊﾞー等のﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段の能力整備を図る必要

※1 出 典： 内閣府宇宙開発戦略本部「宇宙安全保障構想」令和5年６月13日決定
※2 西山淳一「ASAT技術の評価を通して技術情報保護を考える」日本戦略研究ﾌｫｰﾗﾑhttps://jfss.gr.jp/index.php/Home/Index/kiho_page/id/440

参考資料５－１－２
（参考）各国の宇宙に係る取り組み(2/2) 参考資料5-1-2

https://jfss.gr.jp/index.php/Home/Index/kiho_page/id/440
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時 期 2020年代 2030年代 2040年代

我が国の
宇宙安全保障
関連施策

軍
事
力
の
基
盤

①宇宙利用によ
る作戦能力の向
上

②宇宙能力の
防護・復旧

③敵の宇宙能力
の破壊・妨害

④宇宙能力の
代替・補完

重
要
防
護
対
象

⑤宇宙での国民
保護、施設防護

⑥宇宙における
敵の殺傷・破壊

作
戦
空
間

⑦宇宙における
緊要地形の
特定・活用

趣 旨 我が国の宇宙安保関連諸施策を踏まえた陸自の宇宙に係る取り組みをﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟとして示したもの。

総 括
2080年頃を見据えて、宇宙利用の状況に応じた各時期ごとの安全保障上の焦点を踏まえつつ、政府横断的な全体最適の
視点から陸自の宇宙に係る取り組みを先行的に推進することが必要

宇宙由来の情報
等機能の強化

限定的SDA
能力の保有

月面等における国民保護、重要施設防護要領の検討

衛星測位・通信機能搭載の装備品の整備(火砲、ﾋﾞｰｸﾙ(無人機含む)、砲弾、個人携行端末)

情報収集衛星10機態勢確立民間SAR衛星ｺﾝｽﾃ構築

準天頂衛星ｼｽﾃﾑ7機態勢確立ﾏﾙﾁGNSS受信機の装備化

SDA衛星の打ち上げSDA地上設備の新設
再使用型ﾛｹｯﾄ実用化 宇宙ｴﾚﾍﾞｰﾀの実証実験月軌道有人宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ

月面居住施設構築(10名程度常駐)

月面資源採掘・生産設備構築(百人程度常駐)

火星有人探査宇宙船

低軌道大規模宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ(数百人常駐)

地上施設
警護能力の保有

ﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ手段の
保有

代替・補完能力の
保有

宇宙任務対応
能力の保有

地/宙対宙兵器
・装備の保有

宇宙地誌の整備

＜凡例＞
宇宙安全保障構想等
の既定事項

本研究のｱｳﾄﾌﾟｯﾄとして
の陸自の取り組み

方面・D/B宇宙作戦ｾﾝﾀｰ(ArmySpOC)の構築・運用

宇宙利用を前提とした組織(Space-Ready Army) ・運用への変革

陸海空通信の衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸによる連接

独自のSDA設備(光学・電波望遠鏡)の保有

宇宙関連の重要防護施設の特定、警備計画の立案、警備訓練の実施(空自地上局等)

対宇宙ﾉﾝｷﾈﾃｨｯｸ妨害能力(ｻｲﾊﾞｰ、電磁波、ﾚｰｻﾞｰ)の保有

敵宇宙ｼｽﾃﾑに対する対地攻撃能力(長距離精密誘導弾、UAV等)の保有

想定作戦地域で機能発揮可能な非宇宙由来の情報・通信・測位機能の保有
(高高度UAV・飛行船・気球等ｱｾｯﾄ、狭域ﾒｯｼｭﾈｯﾄﾜｰｸ、量子ｼﾞｬｲﾛ等)

月面における武力行使要領の検討

地上/宇宙 対宇宙兵器・装備の保有(対月面ﾐｻｲﾙ、宇宙対人兵器等)

宇宙・月面における統合・共同作戦能力の保有

宇宙・月面における地理及び宇宙天気の作戦・戦闘上の価値・影響の検討、宇宙地誌の継続的整備

宇宙作戦・戦術の
開発

宇宙作戦・戦術の開発、宇宙ﾄﾞｸﾄﾘﾝの整備、宇宙任務に適応した部隊編成・運用への変革

宇宙作戦を有利に進めるための宇宙に係る国際法秩序・交戦法規の形成の主導

非宇宙由来型
能力の向上

宇宙地形・天気対
応装備の開発 宇宙地形・宇宙天気の対応装備の開発

月面有人探査 月軌道宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ(ｹﾞｰﾄｳｪｲ)

(参考)陸自の宇宙に係る取り組みのロードマップ 参考資料5-2


